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お
知
ら
せ

従
業
員
の
市
民
税・県
民
税
、森
林
環
境
税
は

給
与
天
引
き（
特
別
徴
収
）で

　
給
与
支
払
者�

（
事
業
主
）
は
、

給
与
所
得
者

（
従
業
員
）
の

市
民
税
・
県
民

税
、
森
林
環
境
税
を
給
与
か
ら
天

引
き
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
法
律

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
や
非
常
勤
職
員

も
特
別
徴
収
が
必
要
で
す
。

　
ま
だ
特
別
徴
収
を
行
っ
て
い
な

い
事
業
主
は
、
令
和
８
年
度
の
特

別
徴
収
の
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
方
法
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
（
☎

０
２
５
・
５
２

０・５
６
５
０
）

令
和
８
年
度　
償
却
資
産

（
固
定
資
産
税
）の
申
告

　
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な

る
償
却
資
産
を
所
有
す
る
法
人
や

個
人
事
業
主
は
、
令
和
８
年
１
月

１
日
現
在
の
状
況
を
期
限
ま
で
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対
市
内
で
事
業
に
使
用
し
て
い
る

資
産（
使
用
可
能
な
資
産
も
含
む
）　

※
土
地
や
家
屋
と
し
て
評
価
さ
れ

て
い
る
資
産
や
、
軽
自
動
車
税
、

自
動
車
税
の
対
象
と
な
る
資
産
は

除
く　
申
令
和
８
年
２
月
２
日
㊊

ま
で
に
電
子
申
告（
ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）�

ま
た
は
税
務
課
、
各
総
合
事
務

所
、
南
・
北
出
張
所
へ
書
面
で
申

告　
※
電
子
申
告
の
利
用
は
事
前

に
届
け
出
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ

い　
問
税
務
課

（
☎
０
２
５
・

５
２
０
・
５
６

５
２
）

建
物
を
取
り
壊
し
た
ら 

届
け
出
を

　
固
定
資
産
税

と
都
市
計
画
税

は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
の
固

定
資
産
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
住
宅
や
車
庫
な
ど
の
建
物
を
取

り
壊
し
た
と
き
（
一
部
分
の
取
り

壊
し
を
含
む
）
は
、
現
況
確
認
が

必
要
で
す
。
必
ず
「
家
屋
滅
失
届

出
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
が
な
い
と
、
建
物
が
あ
る

も
の
と
し
て
、
引
き
続
き
課
税
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
届
出
書
は
、
問
い
合
わ
せ
先
に

あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
ま

た
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
か
ら
い

つ
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

問
税
務
課
（
☎

０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
５

２
）、
各
総
合

事
務
所

市
内
の
空
間
線
量
率
観
測
結
果 

～
10
月
も
通
常
の
範
囲
内
で
し
た
～

　
毎
日
午
前
９

時
に
、
上
越
地

域
消
防
事
務
組

合
管
内
の
各
消

防
署
に
お
い

て
、
地
上
１

メ
ー
ト
ル
で
測

定
し
た
値
（
月
間
の
平
均
値
、
最

小
値
、
最
大
値
）
は
、
い
ず
れ
も

通
常
の
値
で
あ
る
毎
時
０
・
０
１

６
～
０
・
１
６
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ

ル
ト
の
範
囲
内
で
し
た
。

問
環
境
政
策
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
９
０
）

地
盤
沈
下
を
防
ぐ
た
め
に
地
下
水
の

節
水
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
消
雪
の
た
め
地
下
水
を
多
く
く

み
上
げ
る
と
、
地
盤
が
沈
下
し
、

住
宅
な
ど
に
大
き
な
被
害
が
発
生

す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
夏

は
渇
水
対
策
と
し
て
地
下
水
を
利

用
し
た
こ
と
か

ら
、
地
下
水
位
の

一
時
的
な
低
下
が

確
認
さ
れ
ま
し

た
。
消
雪
パ
イ
プ

の
水
を
小
ま
め
に

止
め
、
人
力
や
機

械
に
よ
る
除
雪
を
行
う
な
ど
、
地

下
水
の
節
水
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
で
は
地
盤
沈
下
の
進

行
を
抑
制
す
る
た
め
、
揚
水
設
備

の
設
置
を
規
制
し
て
い
ま
す
。
届

け
出
な
ど
が
必
要
な
地
域
で
揚
水

設
備
を
設
置・変
更
す
る
場
合
は
、

着
工
前
に
市
、
ま
た
は
施
工
業
者

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
揚
水
設
備
設
置
者
の
皆
さ
ん
へ

○�

節
水
型
の
自
動
降
雪
感
知
器
の

設
置
、
く
み
上
げ
た
地
下
水
の

再
利
用
、
機
械
除
雪
の
併
用
に

努
め
て
く
だ
さ
い
。

○�

地
盤
沈
下
の
恐
れ
が
あ
る
と
き
、

県
は
地
盤
沈
下
注
意
報
や
警
報

を
発
令
し
ま
す
。
地
下
水
の
一

層
の
節
水
（
警
報
発
令
時
は
使

用
量
の
半
減
）
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。
現
在
の
地
下
水
位
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き

ま
す
。

問
環
境
政
策
課

（
☎
０
２
５
・

５
２
０
・
５
６

９
０
）

高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装
置

設
置
補
助
金

　
安
全
運
転
支

援
機
能
を
有
す

る
ド
ラ
イ
ブ
レ

コ
ー
ダ
ー
ま
た

は
後
付
け
の
急

発
進
抑
制
装
置

の
新
た
な
購
入
・
取
り
付
け
経
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
（
購
入
・

設
置
前
に
事
前
申
請
）。
自
身
の

運
転
に
不
安
の
あ
る
人
は
、
設
置

を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

時
令
和
８
年
１
月
30
日
㊎
（
消
印

有
効
）
ま
で
※
予
算
額
に
達
し

次
第
終
了　
対
市
内
に
住
所
を
有

す
る
65
歳
以
上
の
人
（
令
和
８
年

３
月
31
日
ま
で
に
65
歳
に
な
る
人

を
含
む
）
で
、
市
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
人　
費
補
助
金
の
額
＝
補

助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
（
上
限

２
万
円
※
百
円
未
満
切
り
捨
て
）　

申
問
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
添
付
の
上
、
市

民
安
全
課
（
☎
０
２
５・５
２
０・

５
６
６
１
）
ま
た
は
各
総
合
事
務

所
へ
持
参
も
し
く
は
郵
送
。
申
請

書
の
様
式
は
、
申
請
先
に
あ
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す

詳しくは

詳しくは

詳しくは

詳しくは

詳しくは


